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議案第 45 号 

 

平成２２年度生駒市一般会計補正予算（第２回） 

 

平成２２年度生駒市の一般会計の補正予算（第２回）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８９８，８７４千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３２，９９６，９２４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

平成２２年９月９日提出 

                       生駒市長 山 下  真 
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

10 地方交付税     3,111,000       490,954     3,601,954

 1 地方交付税     3,111,000       490,954     3,601,954

15 県支出金     1,923,598        95,814     2,019,412

 2 県補助金       736,390        95,814       832,204

18 繰入金     1,130,260       -27,992     1,102,268

 1 基金繰入金     1,130,260       -27,992     1,102,268

20 諸収入       889,427        41,798       931,225

 4 雑入       781,032        41,798       822,830

21 市債     2,253,000       298,300     2,551,300

 1 市債     2,253,000       298,300     2,551,300

歳     入     合     計    32,098,050       898,874    32,996,924
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歳 出
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

 2 総務費     4,272,333       156,428     4,428,761

 1 総務管理費     3,339,626       156,428     3,496,054

 3 民生費    10,979,725        23,375    11,003,100

 2 児童福祉費     5,156,966        23,375     5,180,341

 4 衛生費     3,390,287         5,058     3,395,345

 1 保健衛生費     1,193,398         5,058     1,198,456

 6 土木費     3,252,783        53,000     3,305,783

 3 都市計画費     1,345,464        53,000     1,398,464

 8 教育費     4,074,991       102,160     4,177,151

 5 社会教育費     1,072,993        25,800     1,098,793

 6 保健体育費     1,124,032        76,360     1,200,392

10 公債費     4,040,554       558,853     4,599,407

 1 公債費     4,040,554       558,853     4,599,407

歳     出     合     計    32,098,050       898,874    32,996,924
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議案第 46 号 

 

平成２２年度生駒市介護保険特別会計補正予算（第１回） 

 

平成２２年度生駒市の介護保険特別会計の補正予算（第１回）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４４，３３０千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，８７１，２９８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

平成２２年９月９日提出 

                       生駒市長 山 下  真 
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議案第 47 号 

 

平成２２年度生駒市病院事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 平成２２年度生駒市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 主要な建設改良事業  病院施設実施設計及び施工監理業務委託 

（収益的支出） 

第３条 収益的支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業運転資金に充

てるため、一般会計から長期借入金２６１千円を借り入れる。 

支 出 

第１款 病院事業費用 261千円 

第１項 医業費用 261千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収 入 

第１款 資本的収入 4,797千円 

第１項 他会計からの長期借入金 4,797千円 

支 出 

第１款 資本的支出 4,797千円 

第１項 建設改良費  4,797千円 
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（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

款 項 事業名 総額 年度 
 

年割額 
 

平成 22年度 
千円

1,500
 

平成 23年度 116,200
 

平成 24年度 
 

49,300
 

 
1 資本的支出 
 

 
1 建設改良費 
 

病院施設実
施設計及び
施工監理業
務委託 

千円

203,700

平成 25年度 
 

36,700
 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第６条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額

に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議

決を経なければならない。 

(1) 職員給与費   ３，０３７千円 

 

平成２２年９月９日提出 

生駒市長 山 下  真   
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　　　　　　　　　　　平　成　２２　年　度

　　　　病　院　事　業　会　計　予　算　に　関　す　る　説　明　書

生　駒　市
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（単位　千円）

１病院事業

費 用

平成22年度生駒市病院事業会計予算実施計画

１　収益的支出

支　　　　　　　出

5
50
10

款 項 目 予  定  額 備　　　　考

261

１ 医 業 費 用 261

１ 給 与 費 196 報酬　　　　　 196

２ 経 費 65
食料費
賃借料
通信運搬費
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（単位　千円）

２ 資 本 的

収 入

（単位　千円）

２ 資 本 的

支 出

給　　 　  料 1,948
職員手当等 679
法定福利費 410
報　 償 　費 5
旅費交通費 140
消 耗 品 費 100
食　 料 　費 10
賃　 借   料 5
委   託   料 1,500

4,797
１　新設改良費

款 予  定  額

支　　　　　　　出

備　　　　考目

１ 建 設 改 良 費

4,797
１ 一般会計から

の長期借入金

項

4,797

4,797

備　　　　考款 項 目 予  定  額

4,797

１ 他会計からの
長 期 借 入 金 4,797

収　　　　　　　入

２　資本的収入及び支出
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1

1

2

医 業 費 用 - 261 261

4,7974,797

5,058

5,058 5,058

支　　払　　資　　金 5,0585,058-

他 会 計 長 期 借 入 金 - 5,058

　　増　　　　　減

（単位　千円）

区　　　　　　　　分

-受　　入　　資　　金

前年度決算見込額 当 年 度 予 定 額

-建 設 改 良 費

差　　　　　　　　引

平成22年度生駒市病院事業会計資金計画

00

　
　

-
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１　総  括

特別職 一般職  給  料 手　当 計

（人） （人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

扶養手当 地域手当 通勤手当

（千円） （千円） （千円）

住居手当 退職手当 期末手当 勤勉手当

（千円） （千円） （千円） （千円）

2

2

2

2

管理職員特
別勤務手当
（千円）

1,948

1,948 633

149

管理職
手当

(千円）

128

128

90

90

給　　与　　費　　明　　細　　書

区　　　　分

給   　与  　　費
法  定
福利費

合  計
職　　員　　数

本
　
年
　
度

合    計

損益勘定
支弁職員

資本勘定
支弁職員

1,948 2,991

時間外勤
務手当
(千円)

633

130

2,581 410

2,581 410

休日勤務手
当・夜間勤
務手当
　（千円）

本年度

損益勘定
支弁職員

手当の内訳

前年度

比　較

区分

前年度

比　較

区分

本年度

前
　
年
　
度

比
　
　
較

損益勘定
支弁職員

資本勘定
支弁職員

合    計

資本勘定
支弁職員

合   計

2,9914101,948 633 2,581

2,9914102,581

2,991

633

130136

136149
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２　給料及び手当の増減額の明細

増 減 額

（千円） （千円）
給与改定の状況

職員の異動状況
　 本年度 2 人

前年度 人
増　減 2 人

128 千円
149 千円
136 千円
130 千円
90 千円

３　給料及び手当の状況

（１）職員１人当たり給与

（２）初任給

平均給料月額　（円）

平均給与月額　（円）

高　校　卒

大　学　卒 178,800

144,500

178,800

一 般 職（円）

144,500

一般会計の制度
区　　分 一　般　職（円）

平成22年１月１日
現在

平均年齢　　　（歳）

平均給与月額　（円）

平均年齢　　　（歳）

平均給料月額　（円）

平成21年１月１日
現在

備　　              考

区　　　　　　　　分 一　般　職

説　 明区　分

  時間外勤務手当

増減事由別内訳

給与改定に伴
う 増 減 分

給　料 1,948

そ の 他 の
増 減 分

企 業 会 計
設 置 に 伴
う 皆 増

1,948

昇 給 に 伴 う
増 加 分

手　当 633

制 度 改 正 に
伴 う 増 減 分

そ の 他 の
増 減 分

633   地域手当
企 業 会 計
設 置 に 伴
う 皆 増

  住居手当

  扶養手当
  管理職手当

　給与の改定率
　給与改定実施時期
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（３）級別職員数

級

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

計

計

平成２１年１月１日現在

４級

５級

６級

７級

１級

２級

３級

一　　　般　　　職

平成２２年１月１日現在

区　　　　　　分

 

２級

３級

８級

構成比(%)

 

 

 

 

 

 

職員数（人）

４級

 

 

 

５級

６級

７級

８級

１級
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（級別の標準的な職務内容）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

（４）昇給

（５）特殊勤務手当

支給対象職員の比率(平成22年1月1日現在) (％)

支給対象職員１人当たり平均支給月額　　（円）

代表的な特殊勤務手当の名称

給料総額に対する比率　　　　　　 　　 （％）

比 率（Ｂ）／（Ａ）　　　　　　　 （％）

区      　　　　　分 一　般　職

  ８号給　 （人）

一　般　職
課　長
補佐級

前
　
　
年
　
　
度

0

職員数（Ａ）　　　　　　　 　　　 （人） 2

一　般　職区      　　　　　分

主任

  ８号給　 （人）

比 率（Ｂ）／（Ａ）　　　　　　　 （％）

  ４号給　 （人）

  ６号給　 （人）

職員数（Ａ）　　　　　　　 　　　 （人）

号 給 数 別 内 訳

  ２号給　 （人）

昇給に係る職員数(Ｂ)      　　　　（人）

0.0

区　 分

本
　
　
年
　
　
度

昇給に係る職員数(Ｂ)      　　　　（人）

号 給 数 別 内 訳

  ２号給　 （人）

  ４号給　 （人）

  ６号給　 （人）
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（６）期末手当・勤勉手当

支給率計

 ６月（月分）１２月(月分) （月分）

（７）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

２０年 ２５年 ３５年

勤続の者 勤続の者 勤続の者

（月分） （月分） （月分） （月分）

30.55 41.34 59.28 59.28

30.55 41.34 59.28 59.28

区      分

扶 養 手 当

地 域 手 当

住 居 手 当

通 勤 手 当

1.95

2.20 4.15

4.152.20

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有

有

支 給 期 別 支 給 率

同　　　　　じ

同　　　　　じ

一般会計の制度との異同

同　　　　　じ

同　　　　　じ

1.95

最高限度

（８）その他の手当

区　　　分

支給率等

一般会計の制度
（支給率等）

本　年　度

前　年　度

一般会計の制度

区　　　　分 備 考

定年前早期退
職特例措置
(2%～20%加

算)

定年前早期退
職特例措置
(2%～20%加

算)

備 考
その他の加算

措置等
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企
業
債

国
庫
補
助
金

そ
の
他

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

％

1
,5
0
0

-
－

1
,5
0
0

－
－

1
,5
0
0

1
,5
0
0

－
0
.7

平
成
２
３
年

度
1
1
6
,2
0
0

1
1
2
,3
0
0

－
3
,9
0
0

－
－

－
－

1
1
6
,2
0
0

5
7
.1

平
成
２
４
年

度
4
9
,3
0
0

4
9
,3
0
0

－
－

－
－

－
－

4
9
,3
0
0

2
4
.2

平
成
２
５
年

度
3
6
,7
0
0

3
6
,7
0
0

－
－

－
－

－
－

3
6
,7
0
0

1
8
.0

計
2
0
3
,7
0
0

1
9
8
,3
0
0

－
5
,4
0
0

－
－

1
,5
0
0

1
,5
0
0

2
0
2
,2
0
0

1
0
0
.0

１
資
本
的
支
出

１
建
設
改
良
費

病
院

施
設

実
施

設
計

及
び

施
工

監
理

業
務

委
託

継
　
続

　
費

　
に
　
関

　
す

　
る
　
調

　
書

平
成
２
２
年
度

継
続

費
の

総
額
に
対

す
る
進

捗
率

備
　
考

年
度

年
割

額

前
年

度
末

ま
で
の
支

払
義

務
発

生
（
見

込
）

額

当
該

年
度

末
ま
で
の

支
払

義
務

発
生

予
定

額

翌
年

度
以

降
の
支
払

義
務

発
生

予
定

額

左
の
財
源
内
訳

全
体

計
画

前
前

年
度

末
ま
で
の

支
払

義
務

発
生

額

款
項

事
業

名

当
該

年
度

支
払

義
務

発
生

予
定

額
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1
（１）

4,797
4,797

　 　固　定　資　産　合　計 4,797
4,797

2
（１） 261

　 　固　定　負　債　合　計 261
261

3
（１）

4,797
4,797

　 　資　本　金　合　計 4,797

4
（１） 　

261
261

△ 261

4,536

4,797

　資　　本　　合　　計

　負　債　資　本　合　計

イ　建　設　仮　勘　定

　欠　損　金　合　計
イ　当年度未処理欠損金

イ　他　会　計　借　入　金
　借　入　資　本　金  合　計

　剰　余　金　合　計

　有　形　固　定　資　産　合　計

生駒市病院事業会計予定貸借対照表
（単位　　千円）

　　　　　科　　　　　　　　目
平成２２年度予定貸借対照表

（平成２３年３月３１日）
（資　産　の　部）

固　定　資　産
　有　形　固　定　資　産

剰　　余　　金
　欠　損　金

　資　産　合　計

（資　本　の　部）
資　本　金
　借　入　資　本　金

（負　債　の　部）
固　定　負　債
　他　会　計　借　入　金

　負　債　合　計
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議案第 48 号 

 

外国の地方公共団体の機関等に派遣される生駒市職員の処遇等に関 

する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２２年９月９日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

   外国の地方公共団体の機関等に派遣される生駒市職員の処遇等に関する条

例の一部を改正する条例 

外国の地方公共団体の機関等に派遣される生駒市職員の処遇等に関する条例（

平成１１年３月生駒市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項を次のように改める。 

派遣職員のうち、企業職員である派遣職員及び技能職員である派遣職員以外

のもの（以下「一般の派遣職員」という｡)には、規則で定めるところにより、

その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支

給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養

手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ１００分の１００以内を支

給する。 

 第４条第２項中「一般の派遣職員の」を削り、「前項本文」を「前項」に、「

当該一般の派遣職員」を「一般の派遣職員」に改める。 

 第８条ただし書中「当該派遣職員の」を削る。 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、平成２２年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という｡)から平成２３年３月３１日ま

での間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員（市長が定める

職員を除く｡)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日にお

ける改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される生駒市職員の処遇等に

関する条例第４条第１項の規定による給与の支給割合（以下「新支給割合」と

いう｡)が、これらの日において改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣さ

れる生駒市職員の処遇等に関する条例第４条第１項の規定を適用したとした場

合における同項の規定による給与の支給割合（以下「旧支給割合」という｡)に

達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる

期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加え

た割合を、当該職員に係る改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される

生駒市職員の処遇等に関する条例第４条第１項の規定による給与の支給割合と

する。 

(1) 施行日から平成２３年９月３０日まで １００分の１００ 

(2) 平成２３年１０月１日から平成２４年９月３０日まで １００分の７０ 

(3) 平成２４年１０月１日から平成２５年９月３０日まで １００分の４０ 
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議案第 49 号 

 

生駒市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の制定につい 

て 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２２年９月９日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

   生駒市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例 

生駒市特別職報酬等審議会条例（昭和４３年４月生駒市条例第１６号）の一部

を次のように改正する。 

第３条を次のように改める。 

 （委員） 

第３条 審議会は、委員８人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 市内の公共的団体等を代表する者 

(3) その他市長が必要と認める者 

３ 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、その職を解かれたものとす

る。 

 第６条を削り、第７条を第６条とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 50 号 

 

生駒市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２２年９月９日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

   生駒市税条例の一部を改正する条例 

 生駒市税条例（昭和５０年１２月生駒市条例第３１号）の一部を次のように改

正する。 

 第１０条各号列記以外の部分中「第３２１条の８第２７項及び第２８項」を「

第３２１条の８第２２項及び第２３項」に改め、同条第２号中「、第５項又は第

２４項」を「又は第１９項」に改め、同条第３号中「第３２１条の８第２７項及

び第２８項」を「第３２１条の８第２２項及び第２３項」に改める。 

 第１７条第３項中「同項第１号の２」を「同項第２号」に、「同項第１号の３

」を「同項第３号」に、「、同項第２号の均等割額の算定期間又は同項第３号」

を「又は同項第４号」に改める。 

 第２９条の次に次の２条を加える。 

 （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書） 

第２９条の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に規定する申告書を

提出しなければならない者（以下この条において「給与所得者」という｡)で市

内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の給与等の

支払者（以下この条において「給与支払者」という｡)から毎年最初に給与の支
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払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項

を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければなら

ない。 

 (1) 当該給与支払者の氏名又は名称 

 (2) 扶養親族の氏名 

 (3) その他施行規則で定める事項 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を提出した給与所

得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載し

た事項について異動を生じた場合には、前項又は法第３１７条の３の２第１項

の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日ま

でに、施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定め

る事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなけれ

ばならない。 

３ 前２項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由す

べき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長

に提出されたものとみなす。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による申告書の提出の際に経由すべ

き給与支払者が所得税法第１９８条第２項に規定する納税地の所轄税務署長の

承認を受けている場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提

出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方

法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

であって施行規則で定めるものをいう。次条第４項において同じ｡)により提供

することができる。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用については、同項

中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に
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受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理さ

れた日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） 

第２９条の３ 所得税法第２０３条の５第１項の規定により同項に規定する申告

書を提出しなければならない者（以下この条において「公的年金等受給者」と

いう｡)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項

の公的年金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払者」という｡)か

ら毎年最初に同項に規定する公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行

規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年

金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

 (1) 当該公的年金等支払者の名称 

(2) 扶養親族の氏名 

 (3) その他施行規則で定める事項 

２ 前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書を公的年金等支払

者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の

前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第３１７条

の３の３第１項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的

年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第２０３条の５第２項に規

定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規則で定めるところに

より、前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定により記載すべき事項に代

えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定

による申告書を提出することができる。 

３ 第１項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべ

き公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に

市長に提出されたものとみなす。 
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４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公

的年金等支払者が所得税法第２０３条の５第４項に規定する納税地の所轄税務

署長の承認を受けている場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告

書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事

項を電磁的方法により提供することができる。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用については、同項

中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支

払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」

と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

第４５条第１項中「第５項、第２４項、第２７項及び第２８項」を「第１９

項、第２２項及び第２３項」に、「第５項、第２４項及び第２８項」を「第１９

項及び第２３項」に、「同条第２７項」を「同条第２２項」に改め、同条第２項

中「第３２１条の８第２９項」を「第３２１条の８第２４項」に改め、同条第３

項中「第３２１条の８第２７項」を「第３２１条の８第２２項」に、「同条第２

６項」を「同条第２１項」に、「本項」を「この項」に、「、第５項又は第２４

項」を「又は第１９項」に、「同条第２８項」を「同条第２３項」に改め、同条

第４項中「、第５項又は第２４項」を「又は第１９項」に、「同条第２７項」を

「同条第２２項」に、「第３２１条の８第２８項」を「第３２１条の８第２３項

」に改める。 

第４６条第２項中「、第５項又は第２４項」を「又は第１９項」に、「同条第

２８項」を「同条第２３項」に、「、第４項又は第５項」を「又は第４項」に改

め、同条第３項中「、第５項又は第２４項」を「又は第１９項」に、「本項」を

「この項」に改める。 

第６１条第７項中「第１０条の２の１０」を「第１０条の２の１１」に改め

る。 
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第１０３条中「３，２９８円」を「４，６１８円」に改める。 

附則第１７条の２第１項中「１，５６４円」を「２，１９０円」に改める。 

附則第２３条の３を次のように改める。 

（非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得計算の特例） 

第２３条の３ 市民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第３７  

条の１４第５項第２号に規定する非課税上場株式等管理契約（次項において「

非課税上場株式等管理契約」という｡)に基づき同条第１項に規定する非課税口

座内上場株式等（その者が２以上の同条第５項第１号に規定する非課税口座（

以下この条において「非課税口座」という｡)を有する場合には、それぞれの非

課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下この条において同じ｡)の譲渡を

した場合には、令附則第１８条の６の２第３項で定めるところにより、当該非

課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所

得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の同法第３７条の１０第２項に規

定する株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額

とを区分して、これらの金額を計算するものとする。 

２ 租税特別措置法第３７条の１４第４項各号に掲げる事由により、非課税口座

からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し（振替によるものを含

む。以下この項において同じ｡)があった場合には、当該払出しがあった非課税

口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、令附則第１８条の６の

２第２項で定める金額（以下この項において「払出し時の金額」という｡)によ

り非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡があったものと、同法第３７条の１

４第４項第１号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の

払出しがあった非課税口座を開設し、又は開設していた市民税の所得割の納税

義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあった時に、その

払出し時の金額をもって当該移管、返還又は廃止による払出しがあった非課税
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口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄

の同法第３７条の１１の３第２項に規定する上場株式等の取得をしたものとそ

れぞれみなして、前項及び附則第２３条の規定その他のこの条例の規定を適用

する。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２２年１０月１日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第２９条の次に２条を加える改正規定及び第６１条第７項の改正規定並

びに次条第１項から第３項までの規定 平成２３年１月１日 

 (2) 附則第２３条の３の改正規定及び次条第４項の規定 平成２５年１月１   

日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 改正後の生駒市税条例（以下「新条例」という｡)第２９条の２の規定

は、平成２３年１月１日以後に提出する同条第１項及び第２項に規定する申告

書について適用する。 

２ 新条例第２９条の３の規定は、平成２３年１月１日以後に提出する同条第１

項に規定する申告書について適用する。 

３ 平成２３年中に新条例第２９条の３第１項の規定による申告書を提出する場

合においては、同条第２項中「前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定に

よる申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律

（平成２２年法律第６号）第１条の規定による改正前の所得税法第２０３条の

５第１項の規定による申告書（同条第２項の規定により提出した同条第１項の

規定による申告書を含む｡)に記載した事項のうち前項各号又は法第３１７条の

３の３第１項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用す
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る。 

４ 新条例附則第２３条の３の規定は、平成２５年度以後の年度分の個人の市民

税について適用する。 

５ 新条例第１０条、第１７条、第４５条及び第４６条の規定は、平成２２年１

０月１日以後に解散（合併による解散を除く｡)が行われた場合における各事業

年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税について適用し、

同日前に解散（合併による解散を除く｡)が行われた場合における各事業年度分

の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の

例による。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

第３条 平成２２年１０月１日（次項及び第３項において「指定日」という｡)前

に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例によ

る。 

２ 指定日前に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４６５条第１項の売渡

し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等（同法第４６９条第１項第１号及び

第２号に規定する売渡しを除く｡)が行われた製造たばこを指定日に販売のため

所持する卸売販売業者等（新条例第１００条第１項に規定する卸売販売業者等

をいう。以下この項及び第６項において同じ｡)又は小売販売業者がある場合に

おいて、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第６

号）附則第３９条第１項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たば

こを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同

項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売

業者等として当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等である場合には市

の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の

区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるも
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のに限る｡)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡し

たものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市た

ばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数と

し、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市

たばこ税を課する。 

(1) 製造たばこ（次号に掲げる製造たばこを除く｡) １，０００本につき１

，３２０円 

(2) 新条例附則第１７条の２第１項に規定する紙巻たばこ １，０００本に

つき６２６円 

３ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法

施行規則の一部を改正する省令（平成２２年総務省令第２７号）別記第２号様

式による申告書を指定日から起算して１月以内に市長に提出しなければならな

い。 

４ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成２３年３月３１日までに、そ

の申告に係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。第６項

において「施行規則」という｡)第３４号の２の５様式による納付書によって納

付しなければならない。 

５ 第２項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定

するもののほか、新条例第１０条、第１０２条第２項、第１０６条第４項及び

第５項並びに第１０９条の規定を適用する。この場合において、新条例第１０

条中「第１０６条第１項若しくは第２項､｣とあるのは「生駒市税条例の一部を

改正する条例（平成２２年９月生駒市条例第  号。以下この条及び第２章第

４節において「平成２２年改正条例」という｡)附則第３条第４項､｣と、同条第

２号及び第３号中「第１０６条第１項若しくは第２項」とあるのは「平成２２

年改正条例附則第３条第３項」と、新条例第１０２条第２項中「前項」とある
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のは「平成２２年改正条例附則第３条第２項」と、新条例第１０６条第４項中

「施行規則第３４号の２様式又は第３４号の２の２様式」とあるのは「地方税

法施行規則の一部を改正する省令（平成２２年総務省令第２７号）別記第２号

様式」と、同条第５項中「第１項又は第２項」とあるのは「平成２２年改正条

例附則第３条第４項」と、新条例第１０９条第２項中「第１０６条第１項又は

第２項」とあるのは「平成２２年改正条例附則第３条第４項」と読み替えるも

のとする。 

６ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区

域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第２項

の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場

合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第１０７条の規定に準じ

て、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき

市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者

等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この

場合において、当該卸売販売業者等が新条例第１０６条第１項から第３項まで

の規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目

ごとの数量についての明細を記載した施行規則第１６号の５様式による書類を

添付しなければならない。 
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議案第 51 号 

 

生駒市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２２年９月９日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市立保育所条例の一部を改正する条例 

生駒市立保育所条例（昭和３０年３月生駒市条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

別表備考以外の部分中 

「 

Ｄ14  413,000 円以上 61,600

(30,800)

28,200 

(14,100) 

24,300

(12,150)

                                  」  
 
「 

Ｄ14  413,000 円以上

734,000 円未満

61,600

(30,800)

28,200 

(14,100) 

24,300

(12,150)

Ｄ 15  734,000 円以上 68,000

(34,000)

31,000 

(15,500) 

26,900

(13,450)

                                  」  

改め、同表備考第３項中「Ｄ14階層」を「Ｄ15階層」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市立保育所条例の規定は、平成２３年度分の保育料から適用

し、平成２２年度分までの保育料については、なお従前の例による。 

を 

に 
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議案第 52 号 

 

生駒市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２２年９月９日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

生駒市国民健康保険条例（昭和３４年３月生駒市条例第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第７条中「第７２条の５」を「第７２条の４」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 53 号 

 

生駒市まちをきれいにする条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２２年９月９日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市まちをきれいにする条例 

私たちは、生駒山に象徴される恵まれた緑豊かな自然環境のもとで、生活を営

み、文化や歴史を育んできました。 

そして、私たちの住む生駒市を美しくきれいなまちにしたいとの思いを込め

て、「みんなで創るきれいな街」を合言葉に、竜田川や富雄川のクリーンキャン

ペーンや自治会清掃、啓発看板の設置などさまざまな取り組みをしてきました。

また、近年多くのボランティアが日常的に清掃美化活動をしています。 

しかし、清掃したすぐ後に、たばこの吸い殻や空き缶等のごみを捨てていく人

がいます。 

散歩中に飼い犬が排せつしたふんを放置したり、投棄する人もいます。 

人通りの中で歩きながらたばこを吸う人もいます。 

また、きれいな建築物や工作物にみにくい落書きをする人がいます。 

このような行為により、被害や迷惑を被っておられる方が数多くおられ、きれ

いな生駒の環境が損なわれるとともにその処理には多大な労力と経費が必要とな

っています。 

これらの心無い行為をモラル欠如やマナー違反の問題として個々の良心だけに
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委ねるのではなく、一定のルールを定め、市民、事業者、市がそれぞれの責務を

認識するとともに、それぞれが協働して取り組み、先人から受け継いだすばらし

い生駒の環境をさらに高め、保全活用し、将来を担う子どもたちに引き継いでい

くため、ここに、この条例を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、生駒市環境基本条例（平成１１年３月生駒市条例第１１号

）の基本理念に基づき、環境美化に関する市民等、事業者及び市の責務を明ら

かにするとともに、それぞれが協働してまちをきれいにするための施策につい

て必要な事項を定め、市民等が快適で安全な生活環境を確保することを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 市民等 市内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は市内を通過する

者をいう。 

(2) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。 

(3) 飼い主等 犬、猫その他の愛がん動物（以下「犬等」という｡)を飼養

し、又は現に管理する市民等をいう。 

(4) 土地所有者等 市内に土地又は建物を所有し、管理し、又は占有する者

をいう。 

(5) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の飲食物等を収納していた容器、チラ

シ、紙くず、廃プラスチック類その他これらに類する物で投棄されることに

よってごみの散乱の原因となるものをいう。 

(6) ポイ捨て たばこの吸い殻及び空き缶等を定められた場所以外の場所に

捨て、又は放置することをいう。 
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(7) ふん放置 散歩中等に犬等が排せつしたふんを放置し、又は投棄するこ

とにより、公共の場所等を汚すことをいう。 

(8) 落書き 公共の場所又は他人が所有し、若しくは管理する建物等に、権

原のある者の承諾を得ることなく、みだりに文字、図形、模様等を描くこと

をいう。 

(9) 喫煙 たばこを吸うこと、又は火のついたたばこを持つことをいう。 

(10) 公共の場所 道路、河川、公園、駅等所有のいかんを問わず、公共の用

に供される場所をいう。 

(11) 空き地等 宅地化された状態の土地で、現に人が使用していない土地又

は人が使用していても相当の空閑地を有し、人が使用していない土地と同様

の状態にある土地及びこれらに準ずる土地をいう。 

（市民等の責務） 

第３条 市民等は、屋外で自ら生じさせたたばこの吸い殻及び空き缶等を持ち帰

り、又はたばこの吸い殻入れ及び空き缶等を回収する容器に収納することによ

り、自らの責任において適正に処理しなければならない。 

２ 市民等は、まちをきれいにするために市が実施する施策に協力し、地域の美

観の保持及び快適な生活環境の確保に努めなければならない。 

（飼い主等の責務） 

第４条 飼い主等は、犬等を屋外で運動させる場合は、ふんを処理するための用

具を携行し、犬等がふんを排せつしたときは、当該用具に入れて持ち帰る等適

正に処理しなければならない。 

２ 飼い主等は、犬等のふん放置防止のために市が実施する施策に協力するよう

努めなければならない。 

（土地所有者等の責務） 

第５条 土地所有者等は、土地又は建物を清潔に保ち、ポイ捨て、ふん放置及び
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落書きをされないように努めなければならない。 

２ 土地所有者等は、土地又は建物の周辺及び地域の美観を保持するとともに、

まちをきれいにするために市が実施する施策に協力するよう努めなければなら

ない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、たばこの吸い殻及び空き缶等

のポイ捨ての防止について、従業員の啓発及び教育に努めなければならない。 

２ たばこの吸い殻及び空き缶等のポイ捨てをされるおそれのある物の販売を行

う事業者は、ポイ捨ての防止について、消費者の啓発に努めなければならな

い。 

３ 事業者は、事業所周辺及び地域の美観を保持し、並びに快適な生活環境を確

保するとともに、まちをきれいにするために市が実施する施策に協力するよう

努めなければならない。 

（市の責務） 

第７条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策を実施するものとす

る。 

２ 市は、まちをきれいにするために、市民等及び事業者に対して意識啓発に努

めるとともに、地域の美観の保持及び快適な生活環境を確保するため、市民等

及び事業者による自主的な地域貢献活動に対し、積極的な支援を行うものとす

る。 

３ 市は、前２項に規定する施策の実施に当たっては、関係機関と連携して、そ

の推進に努めるものとする。 

（ポイ捨ての禁止） 

第８条 市民等は、公共の場所及び他人の占有する場所にたばこの吸い殻及び空

き缶等のポイ捨てをしてはならない。 
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（ふん放置の禁止） 

第９条 飼い主等は、犬等のふん放置をしてはならない。 

（落書きの禁止） 

第１０条 市民等は、落書きをしてはならない。 

（喫煙の制限） 

第１１条 市民等は、公共の場所において、吸い殻入れが設置されていない場合

又は吸い殻入れを携帯していない場合は、喫煙をしてはならない。 

２ 市民等は、公共の場所において、歩行し、又は自転車（原動機付自転車及び

自動二輪車を含む｡)により移動しながら喫煙をしないよう努めなければならな

い。 

（回収容器の設置及び管理） 

第１２条 自動販売機により飲食物等を販売する者は、当該自動販売機に隣接す

る場所に空き缶等を回収する容器を設置するとともに、当該容器を適正に管理

しなければならない。 

（チラシ等の散乱防止） 

第１３条 公共の場所において、チラシ、リーフレットその他の物（以下「チラ

シ等」という｡)を公衆に配布し、又は配布させた者は、速やかに配布場所周辺

に散乱した当該チラシ等を収集し、適正に処理しなければならない。 

（空き地等の適正管理） 

第１４条 土地所有者等は、空き地等に雑草等（雑草又はこれに類するかん木類

をいう｡)を繁茂させ、又は廃棄物等を堆積させることで、火災又は犯罪の発生

の原因となり、かつ、生活環境を阻害しているような状態（以下「不良状態」

という｡)にならないよう、除草等を行うなど適正に管理しなければならない。 

（公共の場所の管理） 

第１５条 公共の場所を管理する者は、その場所が不良状態にならないよう除草
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等を行うとともに、第８条から第１０条までの規定による禁止行為の防止につ

いて必要な措置を講じ、市の施策に協力するものとする。 

（環境美化等の協定） 

第１６条 市民等及び事業者は、その活動する地区において、市が管理する公共

の場所の環境美化について、市長と協定を締結することができる。 

２ 市長は、前項の協定を締結したときは、効果的にその活動が行われるよう、

必要な範囲で支援するものとする。 

（環境美化推進員の設置） 

第１７条 市長は、環境美化の推進を図るため、環境美化推進員を置くことがで

きる。 

２ 環境美化推進員は、市内における環境美化の推進に関する啓発活動その他必

要な活動を行うものとする。 

（調査及び指導） 

第１８条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該必要な場所に市

長の指定する職員を立ち入らせ、調査及び指導をさせることができる。 

２ 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

（勧告） 

第１９条 市長は、第８条から第１０条まで、第１１条第１項又は第１２条から

第１４条までの規定に違反している者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告す

ることができる。 

（命令及び公表） 

第２０条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧

告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて当該勧告に従うべきことを

命令することができる。ただし、第８条、第９条、第１１条第１項又は第１３
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条の規定に違反している者に対する場合にあっては、期限を定めることを要し

ない。 

２ 市長は、前項の規定による命令を受けた者が正当な理由がなく当該命令に従

わないときは、その者に意見を述べる機会を与えた上で、次に掲げる事項を公

表することができる。 

(1) 命令に従わなかった者の氏名及び住所（法人等にあっては、その名称及

び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地） 

(2) 命令の内容及び違反の事実 

(3) その他市長が必要と認める事項 

３ 市長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、当該公表の対象とな

る者の権利利益に十分に配慮しなければならない。 

（罰則） 

第２１条 第８条又は第９条の規定に違反した者で、前条第１項の規定による命

令に従わなかった者は、２０，０００円の過料を科する。 

（委任） 

第２２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則  

この条例は、平成２３年１月１日から施行する。ただし、第２０条及び第２１

条の規定は、同年７月１日から施行する。 
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議案第 54 号 

 

生駒市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２２年９月９日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

   生駒市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 生駒市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年７月生駒市条例第２５号）の

一部を次のように改正する。 

 附則第５条第７項第１号中「若しくは第４号」を「、第５号若しくは第１０号

」に改め、同項第２号中「第４条第２項第３号」の次に「、第８号、第９号又は

第１３号」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 55 号 

 

生駒市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２２年９月９日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市火災予防条例の一部を改正する条例 

生駒市火災予防条例（昭和３７年３月生駒市条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

第８条の３第１項中「又は溶融炭酸塩型燃料電池」を「、溶融炭酸塩型燃料電

池又は固体酸化物型燃料電池」に改め、同条第２項中「固体高分子型燃料電池」

の次に「又は固体酸化物型燃料電池」を加える。 

第２９条の５第３号中「第３条第２項第２号」を「第３条第３項第２号」に改

め、同条第４号中「第３条第２項第３号」を「第３条第３項第３号」に改め、同

条第５号中「第３条第２項第４号」を「第３条第３項第４号」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２２年１２月１日から施行する。ただし、第２９条の５の

改正規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発

電設備（固体酸化物型燃料電池による発電設備に限る｡)のうち、改正後の生駒
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市火災予防条例第８条の３の規定に適合しないものについては、同条の規定

は、適用しない。 
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議案第 56 号 

 

生駒市立病院の指定管理者の指定について 

 

 下記のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の

規定による指定管理者の指定を行うことについて、同項の規定により、議会の議

決を求める。 

記 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

生駒市立病院 

２ 指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地 

医療法人徳洲会 

大阪府大阪市北区梅田一丁目３番１－１２００号 

３ 指定の期間 

生駒市立病院の開設の日から 

同日から起算して２０年を経過する日の属する年度の末日まで 

 

  平成２２年９月９日提出 

                       生駒市長 山 下  真   
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議案第 57 号 

 

町の区域の変更について 

 

平成２２年１１月１日から生駒市内の町の区域を別表のとおり変更したいの

で、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、議

会の議決を求める。 

なお、関係区域は、別図１（変更前）及び別図２（変更後）のとおりである。 

 

平成２２年９月９日提出 

                       生駒市長 山 下  真 
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別表 

他 の 町 を 

編入する町 

他の町に編 

入される町 
編 入 さ れ る 区 域 

 

 

さつき台２丁目

 

 

壱 分 町 

（一部） 

５０７番地３、５０７番地６から５０７番

地 ２ ３ ま で 、 ５ ０ ９ 番 地 ２ 、 ５ ０ ９ 番 地

４、５０９番地６から５０９番地１３まで

及びこれらの区域に隣接介在する道路、水

路である市有地の一部 

 

 

-55-



-56-



-57-



議案第 58 号 

 

町の区域の変更について 

 

平成２２年１１月１日から生駒市内の町の区域を別表のとおり変更したいの

で、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、議

会の議決を求める。 

なお、関係区域は、別図１（変更前）及び別図２（変更後）のとおりである。 

 

平成２２年９月９日提出 

                       生駒市長 山 下  真 
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別表 

他 の 町 を 

編入する町 

他の町に編 

入される町 
編 入 さ れ る 区 域 

 

 

鹿ノ台南１丁目

 

 

鹿 畑 町 

（一部） 

８番地５１、１４４番地２、１４４番地４

から１４４番地９まで、１４４番地１１、

３０５１番地から３０５６番地まで及びこ

れらの区域に隣接介在する道路、水路であ

る市有地の一部 
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